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（第１） 羽鳥高山町内会会則

第１章 総則

第１条（名称）

１ 当町内会は、羽鳥高山町内会と称する。

第２条（事務所・区域・組）

１ 当町内会は、事務所を会長の住所に置く。

２ 当町内会の区域は、別紙図面により特定した区域とする。

３ 前項の区域を６区分し、これを組第２章とする。

第３条（目的）

１ 当町内会は、会員の共同活動によって、生活環境の維持向上を図り、会員の親睦

を深めるとともに、自主防災組織として、災害に備えた地域社会の形成に資するこ

とを目的とする。

第４条（事業）

１ 当町内会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 会員相互の交流に関する事業

(2) レクリエーション大会、スポーツ活動に関する事業

(3) 防災訓練の実施、防災用資機材の整備等に関する事業

(4) 防犯パトロールの実施、防犯灯の維持等に関する事業

(5) 交通安全対策に関する事業

(6) ごみ分別収集等環境衛生に関する事業

(7) 社会福祉活動の協力に関する事業

(8) 広報誌等の配布及び回覧に関する事業

(9) 弔慰に関する事業

(10) その他前条の目的を達成するために必要な事業

第３章 会員

第５条（会員）

１ 会員は、第２条第２項で定める区域に住所又は居所を有し、当町内会の目的に賛

同して入会した個人（世帯）とする。

第６条（町内会費）

１ 会員は、当町内会の経常的に生じる費用に充てるため、次の会費を納付しなけれ

ばならない。
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(1) 一般世帯 月額３００円

(2) 高齢独居（７０才以上の一人暮らし）世帯 月額１５０円

２ 月の途中において入会し、又は退会した場合であっても、その月の会費を納付し

なければならない。

３ 会費は、特段の事情がなければ、事業年度末日までの金額を一括して納付するも

のとする。

第７条（退会）

１ 会員は、次の各号の一に該当する場合は、退会したものとする。

(1) 第２条第２項の区域に住所又は居所を有しなくなったとき。

(2) 第６条第１項に定める会費を納付しないとき。

(3) 退会の申出があったとき。

第４章 総会

第８条（総会の権限）

１ 総会は、次の事項について決議する。

(1) 事業報告及び決算の承認

(2) 事業計画及び予算案の承認

(3) 役員の選任又は解任

(4) 会則の変更

(5) 重要な財産の取得又は処分

(6) その他総会で決議するものとしてこの会則で定められた事項

第９条（総会の種類）

１ 定時総会は、毎年４月に開催する。

２ 臨時総会は、必要がある場合に随時開催する。

第１０条（招集）

１ 総会は、役員会の決議に基づき会長が招集する。

２ 総会を招集するには、会員に対し、総会の日時及び場所並びに総会の目的である

事項を記載した書面を総会の日の２週間前までに通知しなければならない。

第１１条（議長）

１ 総会の議長は、当該総会において会員の中から選出する。

第１２条（議決権及び決議）

１ 総会における議決権は、１会員につき１個とする。

２ 議決権の行使は、議長その他の会員に委任することができる。

３ 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した会員の

議決権の過半数をもって行う。

４ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の議決権の３分の２以上に当たる

多数をもって行う（この会則において「特別決議」という）。

(1) 会則の変更

(2) 特別決議によって決するものと当該総会において決議された事項

第１３条（議事録）

１ 総会の議事については、議事録を作成する。

第５章 役員及び役員会

第１４条（役員の選任）

１ 当町内会は、会員の中から、次の役員を総会で選任する。

(1) 本部役員

会長、副会長、総務部長、事業部長、防災部長、会計部長 各１名
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(2) 明治地区協議会の担当役員

防犯部長、交通部長、環境部長、社会福祉部長、広報部長 各１名

(3) 羽鳥地区社会体育振興協議会の担当役員

体育部長 ２名以上

(4) 組長 各組１名

(5) 監事 １名

２ 監事は、他の役員と兼任することはできない。

第１５条（役員の職務）

１ 会長は、当町内会を代表し、その業務を統括する。

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代行する。

３ 部長は、役員会の定めるところにより、業務を分掌して執行する。

４ 組長は、組員と役員会との連絡調整を行う。

５ 監事は、収支及び財産の状況を調査し、監査報告を作成する。

６ 役員は、役員会の定めるところにより、自主防災組織の職務を担当する。

第１６条（役員の任期）

１ 役員の任期は、選任された事業年度に関する定時総会の終結の時までとする。た

だし、再任することができる。

２ 会長、副会長及び総務部長の三役は、３期を限度として再任することができる。

第１７条（役員会）

１ 役員会は、監事を除く、すべての役員をもって構成する。

２ 役員会は、会長が招集する。

３ 役員会を招集するには、第１項の役員に対し、役員会の日時及び場所を役員会の

日の１週間前までに通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この

期間を短縮することができる。

４ 役員会の議長は、会長が行う。

第１８条（役員会の権限等）

１ 役員会は、この会則で別に定めるもののほか、次の事項について決議する。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会の決議を要しない業務執行の決定

２ 役員会の決議は、前条第１項の役員の過半数が出席し、出席した役員の過半数を

もって行う。

３ 役員会の議事については、議事録を作成する。

第６章 事業年度及び会計等

第１９条（事業年度）

１ 当町内会の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。

第２０条（経常収入及び経常費用）

１ 当町内会の経常収入は、次のとおりとする。

(1) 町内会費

(2) 特定事業の参加費等による収入

(3) 市の補助金収入

(4) 雑収入

２ 当町内会の経常費用は、次のとおりとする。

(1) 第４条に定める事業を行うために要する費用

(2) 町内会を管理し、組織を運営するために要する費用

(3) 地区協議会の会費、募金等、その他の分担金として支払う費用

第２１条（事業報告、決算並びに事業計画、予算案）
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１ 事業報告及び決算は、事業年度終了後、会長が作成し、決算においては監事の監

査を受けたのち、総会の承認を受けなければならない。

２ 事業計画及び予算案は、会長が作成し、総会の承認を受けなければならない。

第２２条（文書の保存）

１ 議事録及び前条の書類は、１０年間保存する。

２ 出納帳、通帳、領収書、その他の付属書類は、３年間保存する。

第２３条（規程への委任）

１ この会則の施行に関し必要な事項は、役員会の決議によって別に規程を定める。

附則 この会則は昭和５８年４月１日から施行する。

：

この会則は、平成２５年４月１日から施行する。

この会則は、平成２８年４月３日から施行する。

（第２） 羽鳥高山町内会弔慰金規程

１ この規程は、羽鳥高山町内会の会員を対象とする弔慰金及び災害見舞金の支給に

関し、必要な事項を定める。

２ 弔慰金は、会員又は同居の親族が死亡したとき、会長は、同居の遺族又は会員に

対し、金５０００円を支給する。

３ 災害見舞金は、会員が居住し所有する住宅（同居の親族が所有する場合を含む）

が災害により滅失又は毀損したとき、会長は、会員に対し、役員会で決定した金額

を支給することができる。

４ この規程は、役員会の決議によって変更することができる。

附則 この規程は、平成２７年１１月７日から施行する。

（第３） 羽鳥高山町内会助成金規程

１ この規程は、羽鳥高山町内会のグループを対象とする助成金の支給に関し、必要

な事項を定める。

２ 役員会は、申請に基づき、次の要件を全て満たすグループに対し、助成金を支給

するものと認定することができる（この規程において「認定グループ」という）。

(1) 会員相互の交流を深め、又は健康の維持増進に寄与する活動であること。

(2) 会員１０名以上が行う活動であること。

(3) 助成金の使途は、遊興費として消費されるものでないこと。

(4) グループ活動が、町内会の事業の一翼を担うものと総合的に判断できること。

３ 認定グループは、会長に対し、毎年、活動及び経常費用の概要を報告しなければ

ならない。

４ 会長は、認定グループに対し、その経常費用のうち、年間２万円を限度として役

員会で決定した金額を支給する。

５ この規程は、役員会の決議によって変更することができる。

附則 この規程は、平成２７年１１月７日から施行する。
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羽鳥高山町内会役員推薦規程

羽鳥高山町内会会則第１４条第１項に定める役員及び地区の依頼に基づく候補者の推薦について

は、この規程に定めるところによる。

１ 役員等の候補者は、次の順序によるものとする。

(1) 立候補する会員

(2) 下記担当表に基づき、担当する組の組長により推薦された会員

２ 担当表による担当する組は、年度ごとに右シフト（Ａ→Ｂ→Ｃ…）する輪番制とする。

３ 役員会は、担当表の適用に際しては、各組の実情と公平な負担に配慮し、適宜調整しなければな

らない。

４ １項(2) の組長は、被推薦者の就任承諾を得て役員会に報告しなければならない。ただし、役員

に就任できない事情（高齢者、障がい者、要介護者のみの世帯等）の申し出があっときは、当該会

員を推薦しないことができる。

５ 役員会は、１項に基づく役員等候補者名簿を作成し、これを総会に提出して承認を得なければな

らない。ただし、地区の依頼に基づく候補者の推薦においては報告をもって足りる。

６ この規程は、役員会の決議によって変更することができる。

附則 この規程は、平成２９年７月２日から施行する。

【担当表】

担当する組 担当する役員等

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 第１ 本部役員 第２ 協議会の担当役員 第３ 組長

第４ 監事 その他

１ ２ ３ ４ ５ ６ 会長 防犯部長 体育部長 組長

２ ３ ４ ５ ６ １ 副会長 交通部長 民生委員 組長

３ ４ ５ ６ １ ２ 総務部長 環境部長 社会福祉部長 組長

４ ５ ６ １ ２ ３ 事業部長 社会福祉部長 組長

５ ６ １ ２ ３ ４ 防災部長 広報部長 監事 組長

６ １ ２ ３ ４ ５ 会計部長 体育部長 組長

(1) 社会福祉部長は、地区社会福祉協議会評議員の慣例を考慮し、二期就任することが望ましいも

のとする。

(2) 会計部長は、その経験を考慮し、次期監事に就任することが望ましいものとする。

(3) 民生委員は、地区の依頼に基づいて、町内会が候補者の推薦を行うものです。再任や任期等

は、委嘱の内容に応じて定まります。



- 6 -

羽鳥高山町内会役員業務分掌規程

第１ 本部役員

１ (1) 町内会を代表し、諸団体に関する会議、行事に出席する。 自主防災組織

会長 ア 藤沢市が主催する各種行事 本部長

イ 明治地区（市民センター）の主催する各種協議会会議 組織を掌握し

自治会会長会議 各種行事に関する会議 、統括する。

自治連合会総会 消防第１１分団後援会

社体協役員会

ウ 上記の内容を必要に応じてを役員会、総会に報告する。

(2) 役員会の議長を務める。

(3) 各部を掌握し、業務を統括する。

２ (1) 会長が出席できない会議、行事に出席する。 副部長

副会長 (2) 町内会内部に係る会長職務の全般を代行する 本部長の補佐

(3) 監査前の決算を確認する。

３ (1) 会員を掌握し、名簿を作成する。 情報班

総務部長 (2) 総会、役員会の運営 防災本部と各

ア 招集通知と資料を作成し、組長へ配布依頼 組間、市民セ

イ 会議室の予約、会場の準備 ンター間の情

ウ 議事録の作成、保存 報の収集、伝

(3) 事業報告、事業計画を作成、保存 達

(4) 他の所管に属さない一切の業務 要配慮者の安

４ (1) 会員相互の交流に関する事業の企画、立案、実施 否確認

事業部長 (2) レクリエーション大会の参加者募集、テント準備、飲み物と昼食

等の手配

５ (1) 防災知識の普及、防災訓練の企画、立案、実施 防災リー

防災部長 (2) 防災倉庫、防災用資機材の点検、整備及び管理 ダー

(3) 緑の広場を管理し、草刈り（年２回）を依頼する。

６ (1) 現金、預金の出納帳を作成し、入出金を管理する。 警備班

会計部長 (2) 預金通帳、預金印の管理 倒壊家屋、河

(3) 分担金の支払い（市民センター） 川の水位等の

(4) 弔慰金の支払い準備 調査、警戒

(5) 予算に対する実績を作成し、役員会に報告する。

(6) 決算、予算案の作成、保存

(7) 決算は監事による監査を受ける。

第２ 明治地区協議会・羽鳥地区社会体育振興協議会の担当役員

１ (1) 防犯協会の構成員として活動する。

防犯部長 ア 春・夏・秋・年末年始の防犯活動（街頭キャン

ベーンやパトロール）

イ 防犯灯の維持管理と設置申請への協力
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ウ 防犯市民のつどいへの参加

エ 防犯情報の伝達

２ (1) 交通安全対策協議会の構成員として活動する。

交通部長 ア 春・夏・秋・年末年始の交通安全運動（街頭指

導やキャンペーン） (2) 活動に対 ①消火班

イ 交通安全情報の伝達 する町内会参 出火防止と初

３ (1) 生活環境協議会の構成員として活動する。 加者の募集と 期消火

環境部長 ア ゴミ分別持ち出しの指導 案内。

イ ゴミ袋の斡旋 (3) 活動の内 ②給食給水班

ウ ゴミの不法投棄防止対策 容を必要に応 給食、給水

エ クリーンキャンベーン、１日清掃デーへの参加 じて役員会、 救援物資等の

４ (1) 社会福祉協議会の構成員として活動する。 総会に報告す 配布

社会福祉 ア 寝たきり老人、高齢独居世帯への慰問活動 る。

部長 イ 敬老会の開催

ウ 世代間交流事業

５ (1) 市の広報紙と地区の回覧を組長へ依頼する。

広報部長 ア 広報ふじさわ 毎月１０日と２５日号、年１回

の特集号

イ ふじさわ市議会だより 年４回発行

ウ 地区の回覧文書 月数回

６ (1) 社会体育振興協議会の構成員として活動する。

体育部長 ア 地区レクリェーション大会の開催

イ 地区スポーツ大会の開催

第３ 組長

１ (1) 町内会費は、４月に一年分一括集金し、その後は随時、入会者か ①救出救護班

組長 ら集金し、退会者には返戻する。 負傷者の救出

(2) 集金した町内会費は、名簿に明記して会計部長へ届ける。 と応急救護

(3) 文書、物品等を回覧、配布

(4) 防犯パトロールを周知し、実施する。 ②避難誘導班

(5) 組員から町内会に関する問題や連絡事項を総務部長に報告する。 避難場所への

(6) 次期役員候補者を推薦し、就任承諾を得る。 誘導

(7) 総会において、出席者の受付と委任状の収集、集計

第４ 監査

１ (1) 決算報告書、出納帳その他の付属書類が、町内会の収支及び財産 警備班

監事 の状況を適正に表示していることを確認する。

(2) 監査報告書を作成し、総会に報告する。

１ この規程は、役員会の決議によって変更することができる。

附則 この規程は、平成２８年４月３日から施行する。
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羽鳥高山町内会個人情報保護規程

第１条（目的）

１ この規程は、羽鳥高山町内会（以下「当町内会」という。）が保有する個人情報に関し、適正な取

扱い事項を定めることにより、会員の権利利益を保護することを目的とする。

第２条（個人情報の利用目的）

１ 当町内会は、個人情報の利用目的を、下記のとおり特定する。

(1) 羽鳥高山町内会会則第４条に定める事業の実施

(2) 総会、役員会等の開催、役員等の推薦

(3) 町内会費の収集

(4) 災害が発生し又は発生するおそれがある場合における避難行動の支援及び救護活動

２ 当町内会は、前項により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取扱って

はならない。

第３条（取得に際しての利用目的の明示）

１ 当町内会は、個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなけ

ればならない。

第４条（適正な管理、取扱い）

１ 会長は、個人情報管理責任者として、次に掲げる事項について必要な措置を講じるものとする。

(1) 正確かつ最新なものとすること

(2) 漏えい、滅失又は棄損その他の事故を防止すること

(3) 保有する必要がなくなったときは、速やかに廃棄又は消去すること

２ 会長その他の役員は、この規程を遵守し、個人情報を適正に取扱わなければならない。

３ 前項の役員が役員でなくなったときは、直ちに、個人情報を返却しなければならない。

第５条（第三者提供の制限）

１ 当町内会は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで保有する個人情報を

第三者に提供してはならない。

(1) 法令に基づく場合。

(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって本人の同意を得ることが困難で

あるとき。

(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意

を得ることが困難であるとき。

(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに

協力する場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある

とき。

第６条（開示の請求等）

１ 当町内会は、本人から、開示、訂正を求められた保有する個人情報を開示、訂正しなければなら

ない。

第７条（その他）

１ 本規程に定めのない事項については、個人情報の保護に関する法律その他の法令の定めにしたが

う。

２ この規程は、役員会の決議によって変更することができる。

附則 この規程は、平成２９年７月２日から施行する。
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